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条例改正の概要

(1)改正理由

平成30年11月30日付で「医療法施行規則等の一部を改正する省令」が公布さ

れ、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準省令」の一部が改正さ

れたため、「長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例」において、平成17年の法改正前の「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する

法律施行規則」の規定を準用ずる必要があるため。
J

(2)改正に至る経緯

平成30年1月1 8日

「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準省令(以下「基準省令」

という。)」公布

平成30年2月議会

「長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」

について制定議決

平成30年4月1日

「長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」

施1テ

平成30年7月2 7日

「医療法施行規則」及び「臨床検査技師等に関する法律施行規則」を改正する「医

療法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省

令(以下「7月公布厚生労働省令」という。)」が公布され、「医療法施行規則」を準用

していることから「基準省令」についても「7月公布厚生労働省令」において改正さ

れた。

※ P6 官報(平成30年7月27日)厚生労働省令第93号(抜粋)を参照

ゾ

平成30年9月議会

「長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例(平成30年12月1日施行)」議決。
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平成30年11月29日

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令の一部を改正する省令(公布日施行)」が公布され、「7月公布厚生労働省

令」の一部につぃて改正され、平成30年12月1日から、介護医療院の検体検査業

務を受託する衛生検査所が満たすべき基準について、「臨床検査技師等に関する法律施

行規則」第12条の規定を読み替えて準用する規定が加えられた。

※ P9 官報(平成30年11月29日)厚生労働省令第 134号を参照

平成30年11月30日

市議会定例会本会議において、第150号議案「長崎市介護医療院の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例(平成30年12月1日施行)」一審議により議決。

平成30年11月30日

「医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年1月1日施行)」が公布され、

「基準省令」において、平成17年の法改正前「臨床検査技師、衛生検査技師等に関

する法律施行規則」の規定による衛生検査技師を配置する衛生検査所が満たすべき基

準として、読み替えて準用する規定が追加された。

※ P 11 官報(平成3 0年11月30日)厚生労働省令第1 3 9号(抜粋)を

参,買

(3)改正する条例

長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

(4)主な改正の内容

介護医療院の検体検査業務を受託する衛生検査所が満たすべき基準について、平成

17年の法改正前の「臨床検査技師、衛生検査技師等に関ずる法律施行規則」第12

条に規定する衛生検査技師を配置する衛生検査所の基準を準用する規定を追加する。

なお、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則」は、平成17年の法

改正により「臨床検査技師等に関する法律施行規則」に改められ、衛生検査技師につ

いては廃止されたが、その免許を有する者については、改正前の法の規定が効力を有

することとされ、衛生検査所において管理者やその職員として配置されることが可能

とされている。

Y

(5)施行日 平成3 1年1月1日
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(田介護医療院の概要

介護医療院とは、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護二ーズへの対応のた

め、「日常的な医学的管理」や「看取り・ターミナル」等の機能に加えて、「生活施設」

としての機能とを兼ね備えた介護保険施設である。病院・診療所ではないため、医療

法ではなく、介護保険法に位置づけられている。現時点で長崎市内において介護医療

院は指定されていないが、今後、介護療養型医療施設俳至過措置 2024年3月3

1日まで)からの転換が見込まれる。

ゾ

(フ)臨床検査技師、衛生検査技師、衛生検査所について

ア臨床検査技師微生物学的検査や血液学的検査等の検体検査に加えて心電図や

エコー検査といった生理学的検査を業として行う者。

イ衛生検査技師微生物学的検査や血液学的検査等の検体検査を業として行う

者。平成17年の法改正(平成18年4月1日施行)で廃止されたが、資格に

ついては現在もその効力を有するとされている。

ウ衛生検査所採取された血液等の検体を検査する施設。衛生検査所を開設する

場合は都道府県知事等の登録を受ける必要がある。
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2 新旧対照表

長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年長崎

市条例第1号)新旧対照表

(衛生管理等)

第3 3条(略)

2 (略)

3 介護医療院の管理者は、次に掲げる業

務を委託する場合は、医療法施行規則第

9 条の 8、第 9 条の 9.、第 9 条の 1 2、第

9条の 13、別表第 1 の2及び別表第 1

の3並びに臨床検査技師等に関する法律

平成3.0年1 2月1日施行住励テ)

施行規則(昭和33年厚生省令第24号)

第12条の規定を準用する。この場合に

おいて、医療法施行規則第9条の8第1

項中「法第15条の3第1項第2号の病

院、診療所又は前条の施設(施設告示第

4号に定める施設を除く。)における厚生

労働省令で定める基準」とあるのは「病

院、診療所又は臨床検査技師等に関する

法律第20条の3第1項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める施設(昭和56年

厚生省告示第17号。次項において「施

設告示」という。)に定める施設(第4号

に掲げる施設を除く。)1こおける検体検査

の業務(長崎市介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条伊K以下「基準条例」という。)第3

3条第3項第1号の規定による検体検査

の業務をいう。次項において同じ。)の適

正な実施に必要なものの基準」と、同条

第2項中「法第15条の3第1項第2号

の前条の施設(施設告示第4号に定める

施設に限る。)における厚生労働省令で定

める基準」とあるのは「施設告示第4号

に掲げる施設における検体検査の業務の

適正な実施に必要なものの基準」と、第

9条の9第 1 項中「法第1 5条の3第2

項の規定による医療機器又は医学的処置

若しくは手術」とあるのは「基準条例第

33条第3項第2号の規定による医療機

器又は医学的処置」と、第9条の12中

「法第15条の3第2項の規定による第

9条の8の2に定める医療機器」とある

(衛生管理等)

第33条(略)

2 (略)

3 介護医療院の管理者は、次に掲げる業

務を委託する場合は、医療法施行規則第

9条の 8、第 9条の 9、第 9 条の 1 2、

第9条の13、別表第1の2及び別表第

1の3、臨床検査技師等に関する法律施

平成3 1年1月1日施行(改正案)

行規則(昭和33年厚生省令第24号)

第12条並びに臨床検査技師

師等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令

75号)附則第2条の規定によりなおそ

の効力をすることとされた同令による

改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等

に関する法律施行規則第12条の規定を

準用する。この場合において、医療法施

行規則第9条の8第1項中「法第15条

の3第1項第2号の病院、診療所又は前

条の施設(施設告示第4号に定める施設

を除く。)における厚生労働省令で定め

る基準」とあるのは「病院、診療所又は

臨床検査技師等に関する法律第20条の

3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める施設(昭和56年厚生省告示第1

7号。次項において「施設告示」という。)

に定める施設(第4号に掲げる施設を除

<。)における検体検査の業務(長崎市

介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例(以下「基

準条例」という。)第33条第3項第 1 号

の規定による検体検査の業務をいう。次

項において同じ。)の適正な実施に必要

なものの基準」と、同条第2項中「法第

15条の 3第 1 項第2号の前条の施設

(施設告示第4号に定める施設に限る。)

における厚生労働省令で定める基準」と

あるのは「施設告示第4号に掲げる施設

における検体検査の業務の適正な実施に

必要なものの基準」と、第9条の9第1

成18年厚生労働省令第

生検査

Y

Y
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のは「基準条例第33条第3項第3号の

規定による医薬品医療機器等法第2条第

8項に規定する特定保守管理医療機器」

と、第9条の 1 3 中「法第 1 5条の3第

2項の規定による医療」とあるのは「基

準条例第33条第3項第4号の規定によ

る医療」と、臨床検査技師等に関する法

律施行規則第12条第1項中「法第20

条の3第2項の厚生労働省令で定める基

準」とあるのは「長崎市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例第33条第3項第1号の

規定による検体検査の業務の適正な実施

に必要なものの基準」と読み替えるもの

とする。

r

項中「法第15条の3第2項の規定によ

る医療機器又は医学的処置若しくは手

術」とあるのは「基準条例第33条第3

項第2号の規定による医療機器又は医学

的処置」と、第9条の 1 2 中「法第 1 5

条の3第2項の規定による第9条の8の

2に定める医療機器」とあるのは「基準

条例第33条第3項第3号の規定による

医薬品医療機器等法第2条第8項に規定

する特定保守管理医療機器」と、第9条

の13中「法第15条の3第2項の規定

による医療」とあるのは「基準条例第3

3条第3項第4号の規定による医療」と、

臨床検査技師等に関する法律施行規則第

12条第1項及び臨床検査技師、衛生検

a}臨床検査技師等に関する法律(昭和3

3年法律第76号)第2条に規定する検

体検査の業務

②医療機器又は医学的処置の用に供する

衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の

業務

③医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律第2条第

8項に規定する特定保守管理医療機器の

保守点検の業務

④医療の用に供するガスの供給設備の保

守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和2

6年法律第204号)の規定により高圧

ガスを製造又は消費する者が自ら行わな

ければならないものを除く。)

査技師等に関する法律施行規則の一部を

改正する省令附則第2条の規定によりな

おその効力を有することとされた同令に

よる改正前の臨床検査技師、衛生検査技

"

師等に関する法律施行規則第12条第1

項中「法第20条の3第2項の厚生労働

省令で定める基準J とあるのは「長崎市

介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例第33条

第3項第1号の規定による検体検査の業

務の適正な実施に必要なものの基準」と

読み替えるものとする。

①臨床検査技師等に関する法律(昭和3

3年法律第76号)第2条に規定する検

体検査の業務

②医療機器又は医学的処置の用に供する

衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の

業務

侶)医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律第2条第

8項に規定する特定保守管理医療機器の

保守点検の業務

④医療の用に供するガスの供給設備の保

守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和2

6年法律第204号)の規定により高圧

ガスを製造又は消費する者が自ら行わな

ければならないものを除く。)
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う
も
の
医
師
又
は
臨
床
検
査
技
師

正

所
で
あ
コ
て
主
と
し
て
歯
科
憾
業
を
行
う
も
の
歯
科
医
師
又
は
醐
床
検
査
技
師

ハ
助
嵳
所
助
産
師

備
科
医
業
を
な
す
病
院
若
し
く
は
診
叢
所
又
は
医
業
及
び
画
科
優
業
を
併
せ
行
う
病
屠
し
く
は
診
控

二
能
床
検
去
技
師
等
に
関
す
る
法
徐
施
行
規
捌
(
昭
和
馨
十
三
年
厚
生
備
令
第
二
十
四
号
)
第
一
条
第
七
号

(
傍
課
部
分
は
改
正
部
包

に
規
定
す
る
造
伝
子
関
連
・
染
色
裟
査
(
以
下
「
遺
伝
子
関
述
・
染
色
休
検
直
と
い
う
J
の
業
務
を
実

施
す
る
に
班
た
つ
て
は
、
遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
の
ー
'
の
碗
保
に
係
る
貰
任
者
と
し
て
、
次
の
イ
及

、

び
口
に
掲
げ
る
場
斯
の
種
別
に
佑
じ
、
当
該
イ
及
び
訂
に
定
め
る
者
を
有
す
る
ご
と
.

後

医
業
を
な
す
摘
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
医
業
及
ひ
歯
科
瑳
業
を
併
せ
行
う
痢
暑
し
く
は
診
疫
所
で

イ
あ
つ
て
主
と
し
て
医
業
を
行
う
も
の
遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
或
の
業
茄
に
関
し
相
当
の
経
験
を
菊
す

る
医
響
し
く
は
拡
床
換
査
技
師
又
は
遺
伝
子
関
迎
・
染
色
籍
査
の
業
務
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
者

歯
科
医
業
を
な
す
病
琥
若
し
く
は
診
療
所
又
は
医
業
馨
歯
科
医
業
を
併
せ
行
う
病
駿
し
く
は
診
疫

所
で
島
つ
て
主
と
し
て
歯
科
医
業
を
行
う
も
の
遺
伝
子
関
述
,
染
色
休
検
査
の
業
靭
に
鬨
し
相
当
の
雜

験
を
府
す
る
歯
科
医
版
若
し
く
は
既
床
検
査
技
師
又
は
遺
伝
テ
闘
述
・
染
色
体
検
査
の
業
務
に
関
し
橋
猫

3

三
次
に
掲
け
る
標
準
作
業
轡
を
常
備
し
、
検
体
検
杢
の
業
務
(
以
下
穫
憲
業
務
」
と
い
う
.
〕
の
従
喫
考
に

の
知
撤
及
ぴ
経
験
を
有
す
る
岩

周
知
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
血
液
を
血
液
及
び
血
餅
に
分
跳
す
る
こ
と
(
以
下
「
血
摘
分
趣
と
い
う
.
〕

の
み
を
行
う
病
院
等
に
あ
つ
て
は
、
口
に
靜
る
標
琳
作
業
稽
に
お
い
て
血
消
分
雛
に
関
す
る
事
項
以
外
の

第
九
条
の
七
令
第
四
条
の
七
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
噐
は
、
医
藁
品
躍
嫉
機
器

.

璃
項
を
、
血
清
分
暁
を
行
わ
な
い
病
院
等
に
あ
つ
て
は
、
口
に
捉
げ
る
惇
染
作
業
審
に
お
い
て
血
消
分
離
に

関
す
る
事
瑛
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
.

等
池
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
簸
機
器
と
す
る
。

ゞ

イ口

検
査
機
部
保
守
管
理
標
希
業
帯

測
定
標
準
作
業
街

6

改

礪

前
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{
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
探
施
行
規
則
の
一
護
正
)

第
二
条
剛
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
凾
和
三
十
三
年
岸
生
省
令
第
二
十
四
号
)
の
一
拙
を
次
の
衷
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

築
一
章
業
務

第
一
条
臨
床
換
査
技
師
等
に
闘
す
る
法
徹
(
以
下
「
法
」
と
い
う
J
第
二
条
の
厚
生
労
勤
省
令
で
定
め
る
も
の

(
怯
第
二
条
の
練
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
)

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

徹
生
物
学
的
検
査

免
疫
学
的
検
査

改

血
掖
学
的
検
査

病
理
学
的
検
査

生
化
学
的
検
壷

遣
伝
子
潤
連
・
染
色
体
検
査

(
技
第
一
一
条
の
停
生
労
倒
術
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
)

第
一
条
の
二
法
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
晝
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
と
す
る
.

一
 
1
十
八
(
銘
)

第
一
章
の
二
免
許

(
法
第
四
条
第
一
号
の
惇
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
)

第
一
条
の
三
(
略
)

(
障
害
を
補
う
乎
段
等
の
寺
慮
〕

第
一
条
の
四
(
略
〕

(
免
許
の
申
請
手
匙

第
一
条
の
五
電

2
 
(
略
)

(
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料
の
納
付
〕

報

尿
・
歳
便
等
一
般
検
杢

正

官

7

第
三
条
の
四
第
一
象
の
笠
第
一
項
又
は
第
二
条
の
二
第
一
項
の
印
請
警
に
は
,
燮
鎚
免
許
税
の
甑
収
証
霄
又
は

登
録
免
許
税
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

2
 
(
略
)

婁
録
の
申
請
手
絖
)

第
十
一
条
露
)

2
 
何
項
の
申
誌
琳
に
は
、
次
に
掲
げ
る
醤
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

{
(
略
〕

第
一
章
業
務

薪
設
}

二
検
郷
検
在
の
業
赫
(
以
下
一
検
査
業
逝
と
い
う
.
〕
の
管
理
を
城
務
と
す
る
者
(
以
下
{
管
理
者
一
と
い

う
J
の
伺
意
搭
{
細
設
者
が
自
ら
管
理
を
行
う
場
合
を
除
く
.
〕
及
び
艦
歴
書

三
(
略
〕

四
導
ら
精
度
管
理
(
検
体
検
査
の
精
度
を
適
正
に
保
つ
こ
と
を
い
う
.
以
下
同
じ
.
〕
を
職
務
と
す
る
者
(
以

下
「
精
度
管
理
責
任
者
一
と
い
う
。
〕
の
向
意
番
及
び
履
歴
霄

改

'

第
一
条
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
雛
(
以
下
一
法
一
と
い
う
J
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理

学
的
検
恋
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
と
す
る
、

(
法
第
一
一
条
の
埋
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
盗
〕

正

第
一
章
の
二
免
許

(
法
第
四
条
第
一
号
の
漂
中
労
働
舎
令
で
定
め
る
者
)

第
一
条
の
二
(
略
)

(
那
響
を
姉
う
手
段
等
の
斉
塵

第
一
条
の
三
(
賂
〕

(
免
許
の
由
請
手
迭

第
一
条
の
四
凾
〕

2
 
(
豁
〕

〔
昼
録
免
許
税
及
び
手
款
料
の
納
付
)

帝
線
郭
分
は
改
正
郎
き

.

ず

第
三
条
の
四
第
一
条
の
四
第
一
瑛
又
は
第
二
条
の
二
第
一
項
の
中
請
霄
に
は
.
鬻
録
免
許
税
の
領
収
証
笹
又
は

豊
録
免
許
税
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

2
 
(
貼
】

昼
録
の
巾
割
手
逃

第
十
一
条
露
)

2
 
前
項
の
巾
飴
鴇
に
は
、
次
に
掲
げ
る
霄
顯
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
需
)

二
按
査
業
務
の
管
理
を
職
務
と
す
る
者
(
以
下
「
霄
理
者
」
と
い
う
J
の
同
窓
獣
(
間
設
妻
が
自
ら
管
理
を

行
う
場
合
を
徐
く
J
恐
履
歴
署

三
屡

四
専
ら
精
座
管
理
系
査
の
精
度
を
適
正
に
保
っ
こ
と
を
い
う
.
以
下
同
じ
J
を
識
務
と
す
る
当
(
以
下
「
擶

度
管
理
責
任
老
」
と
い
う
J
の
同
意
書
及
び
腫
歴
書

一
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(
介
護
医
療
院
の
人
旦
、
施
設
及
び
設
備
蛇
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
再

第
四
条
介
護
医
療
院
の
人
員
.
施
股
及
び
設
備
証
ぴ
に
運
暫
に
関
す
る
基
準
軍
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
丹
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

(
櫛
生
管
理
等
)

第
三
十
三
条
露
)

2
 
(
略
)

3
 
介
纏
儀
療
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
慢
疫
法
雄
行
規
則
第
九
条
の
八
、
第

九
条
の
九
、
第
九
条
の
十
二
、
第
九
条
の
十
三
、
別
表
第
一
の
二
恐
別
表
第
一
の
三
の
規
定
を
半
用
す
る
.

゛

'

こ
の
場
合
に
お
い
て
,
同
令
第
九
条
の
八
第
}
項
中
「
法
第
十
箪
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
病
院
診
汝
所
又

は
前
条
の
施
設
(
施
設
告
示
第
四
号
に
定
め
る
施
設
を
除
く
、
)
に
お
け
る
岸
生
労
働
猫
令
で
定
め
る
基
懲
と

改

、

あ
る
の
は
「
病
院
.
診
療
所
又
は
鹿
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
役
第
二
十
条
の
三
第
一
墳
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
火
臣
が
定
め
る
施
設
(
昭
和
五
十
六
年
厚
生
雀
告
示
第
十
七
号
.
次
項
に
お
い
て
一
施
段
借
示
一
と

い
う
J
に
定
め
る
施
設
(
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
.
)
に
お
け
る
検
体
検
靴
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必

聾
な
も
の
の
基
準
一
と
、
詞
条
第
一
一
頂
中
「
法
第
十
五
糸
の
三
第
一
項
築
二
号
の
施
設
皆
示
第
四
骨
に
定
め
る

施
股
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
燕
準
一
と
あ
る
の
は
「
施
設
告
示
第
四
号
に
掲
げ
る
施
股
に
お
け
る

正

検
体
検
査
の
業
荊
の
適
正
な
諾
に
必
要
な
も
の
の
基
巡
と
、
第
九
条
の
九
第
一
項
中
「
法
第
十
笠
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
畷
療
機
器
又
は
優
学
釣
処
殿
若
し
く
は
手
術
一
と
あ
る
の
は
「
医
擦
機
線
又
は
援
学
的

処
運
と
、
第
九
条
の
十
二
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
の
七
に
定
め
る
医
療
機
迷

と
あ
る
の
は
「
朕
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
八
須
に
規
定
寸
る
特
定
保
守
管
理
医
凝
器
]
と
、
第
九
条

官

の
十
三
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
鑑
療
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
」
と
説
み
巷
え
る
も
の
と

す
る
.1

四
露
〕

後

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
嵯
疫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
技
律
皐
婁
一
十
九
年
法
都
第
五
十
七
号
.
附
則
第
三
条
に
松
い
て
一
改
正
法
一
と
い
う
J
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
皐
成
三
十
年
十
二
月
一
旦
か
ら
施

行
す
る
。

(
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
推
霞
)

第
二
条
病
院
又
は
診
療
所
に
飾
床
検
盡
技
師
、
衛
生
検
賓
技
師
等
に
開
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
七
鴛
徹
第
三
十
九
邑
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
岩
が
い
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
阪

疲
法
施
行
規
則
第
九
条
の
七
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
コ
い
て
は
、
伺
令
第
九
条
の
七
築
一
号
の
規
定
中
「
又
は
鱒
床
検
査
技
師
一
と
あ
る
の
は
、
「
、
醐
床
検
査
技
師
又
は
臨
床
検
査
技
締
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
徐
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
皐
成
十
七
年
法
律
第
三
十
九
野
)
附
則
第
三
条
第
一
堺
に
規
定
す
る
者
一
と
読
み
讐
え
る
も
の
と
す
る
,

(
酸
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
諾
行
規
則
の
一
護
正
に
伴
う
経
過
措
雌

弟
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
鄭
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
三
年
法
彼
第
七
十
六
号
)
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
衛
生
旗
査
所
に
つ
い
て
は
、
改
正
法

第
三
条
の
規
建
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
検
登
技
師
等
に
関
す
る
法
棣
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
聳
擬
の
変
更
を
受
け
る
ま
で
の
羽
、
こ
の
竹
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
検
贇
技
師
等
に
鞠
す
る
法
徳
施
行
規
則
別
衷
第
一
、
製
第
二
及
ひ
別

表
第
四
の
規
定
を
適
m
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.

(
衛
生
管
理
等
)

第
三
十
三
条
禽
)

2
 
(
略
)

3
 
介
法
賑
療
院
の
管
理
岩
は
、
次
に
描
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
医
療
柚
施
行
規
則
第
九
条
の
八
、
第

九
条
の
九
、
第
九
条
の
十
一
一
、
第
九
条
の
十
三
,
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
一
の
三
の
規
定
を
準
用
ず
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
九
条
の
八
第
一
項
巾
「
注
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
〕

と
あ
る
の
捻
「
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
一
と
、
伺
条
第
一
垣
中
「
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
棲
査
一

改

.

と
あ
る
の
は
「
検
体
検
贇
」
と
,
第
丸
条
の
九
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
緩
療
機
器
又
は

医
学
的
処
猶
若
し
く
捻
手
術
一
と
あ
る
の
は
「
医
疫
械
器
ヌ
は
礎
学
的
処
世
と
、
第
九
条
の
十
二
中
「
紘
第

十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
の
七
に
定
め
る
医
療
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
医
藁
品
医
療
識
器
等
法
第
二

"

条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
桜
置
と
、
第
九
条
の
十
三
中
「
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
ょ

る
優
悲
と
あ
る
の
は
{
羅
避
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
,

正

前

-
 
S
四
{
略
)

檎
線
部
分
は
改
正
部
含

附
則
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、

禦
一
一
一
出
五
撫
一
畴
撫
岐
舶
日
刊
(
行
政
機
関
の
休
具
刊
)

二

ΞⅧ
目
1
ー

〔
省
念

0
厩
留
の
一
都
を
改
正
す
る
警
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
街
関
係
犠
令

の
整
備
に
闘
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
誉
令
(
厚
生
労
働
二
二
四

0
国
立
研
究
闇
発
法
人
殉
立
乗
境
研
究
所
の

業
務
運
営
並
ぴ
に
財
務
及
ぴ
会
計
等
に
関

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

霽
境
二
二
)

〔
告
示
〕

0
英
術
協
力
張
青
年
廉
協
力
隊
の
察
業

に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ギ
ニ
ア
共
和
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
暑
名
袈
効
力
発

生
に
関
す
る
件
(
外
麹
三
ハ
三
)

0
在
外
教
嘉
股
の
認
定
変
更
を
承
認
し
た

(
文
部
羣
二
三
二
)

0
高
等
学
馨
基
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
法
籍
鴛
則
第
一
条
第
一
項
第
四
号

イ
及
び
口
の
各
種
学
校
恐
団
体
を
指
定

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
同
二
二
狸

0
航
路
禽
に
関
す
る
仲

(
海
上
倭
庁
{
ハ
三
、
六
四

0
道
路
に
関
す
る
件

粂
北
地
方
疑
備
墨
三
9

0
道
銘
に
関
す
る
件

(
近
畿
地
方
整
備
局
一
六
己

0

0
道
路
に
関
す
る
件

(
中
国
地
方
整
備
局
九
六
、
九
七
)

0
道
路
に
関
す
る
件

〔
沖
縄
総
合
事
務
局
三
一
)

〔
国
会
事
蓮

寄
生
虫
学
的
検
査
長
生
化
学
釣
担
査
(
以

下
「
検
笈
套
と
い
う
.
)
の
業
務
を
委
託

す
る
堤
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
稔
検
査
に

保
る
設
惟
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
.

三
1
十
(
略
〕

3
 
〔
略
)

{
衛
生
管
理
等
)

第
三
十
三
条
(
砧
)

2
 
〔
略
〕

3
 
介
護
医
療
院
の
管
理
者
は
,
次
に
掲
げ
る
業
務

を
委
託
す
る
填
合
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条

の
八
第
九
条
の
九
、
第
九
条
の
十
二
、
第
九
条

の
士
二
、
別
斎
一
の
二
及
び
別
表
第
一
の
三
の

規
定
を
準
用
す
る
.
こ
の
鳩
合
に
お
い
て
、
伺

9

内
閣

〔
人
事
異
動

D

〔
叙
位
・
叙
慰

八

〔
皇
室
事
悪

〔
官
庁
報
告

労
働

最
低
貸
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

(
茨
城
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
五
栃
木
伺

万
1
七
、
石
川
同
四
、
五
、
滋
賀
同
二
1
一
ハ

和
敵
山
同
三
、
宮
埼
向
三
)

最
低
賃
金
の
廃
止
決
定
に
関
す
る
公
示

金
賀
同
七
)

〔
公
告
〕

諸
事
項

0
優
労
獣
省
令
第
酉
三
十
四
号

隱
療
接
等
の
一
部
を
改
正
オ
る
法
律
軍
成
二
文
年
怯
条
忍
十
七
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
張
関
係
法

令
の
蜑
に
基
づ
き
、
医
姦
按
辱
の
一
部
を
改
正
す
る
按
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
鼎
闘
係
省
令
の
整
俺
に

関
す
魯
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
.

平
成
三
十
筆
一
月
二
十
九
日

星
労
働
大
臣
根
本
匠

医
疫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
後
の
一
都
の
施
行
に
停
う
煙
主
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

0省
る

一
つ

佃

三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
,

傭
四
条
の
表
を
玖
の
よ
う
に
改
め
る
.

第
九
条
の
八
第
一
項
中
【
法
筆
五
条
の
二
の
規

=

(
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
愨

第
五
条
霧
〕

2
 
前
項
各
号
に
描
げ
る
施
設
の
基
準
徐
、
次
の
と

お
り
と
す
る
.

一
(
芭

二
紗
察
塞

イ
詮
棗
は
、
次
に
掲
げ
る
施
投
を
箸
す
る

こ
と
. 改

官
庁財

団
、
鉱
樂
法
第
一
四
二
条
の
規
定
無

繰
墳
茎
等
改
葬
開
係

裁
判
所

相
絖
、
ハ
ム
示
催
貴
失
腺
、
破
産
、
免
責
、

特
別
清
算
、
再
生
関
保

地
方
公
共
団
体

馨
職
員
免
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

令

正

鳥

一

さ
れ
た
榛
の
徹
生
物
学
的
釜
、
血
汝
学

後

.

ロ
イ
櫛
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
,
磨
床
検
査

粂
に
級
定
す
る
ミ
笠
(
以
下
単
に
『
検

食
奮
と
い
う
.
)
の
巣
粘
を
委
託
す
る
堤

合
に
あ
っ
て
は
、
当
1
査
に
係
る
設

術
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
,

三
1
十
(
略
〕

3
 
(
賂

璽
管
理
笠

第
三
十
三
条
靈

2
 
【
態

3
 
介
纒
風
髭
の
管
響
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
委
託
す
る
塀
合
は
、
医
鷺
一
窺
聖
九
条

の
八
、
梨
九
条
の
九
、
笂
条
の
十
二
、
第
九
条

の
士
二
.
別
表
捲
一
の
二
恐
別
裟
第
一
の
三
並

旗
設
は
、
序
倭
疫
読
等
に
関
す
る
法
律

,

露
和
三
十
三
豊
都
第
七
十
六
号
)
第
二

(
停
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
訟

弟
五
条
(
略
〕

2
 
前
碩
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
.

一
(
路
)

二
診
察
塞

イ
診
奎
は
、
次
に
掲
げ
盆
設
を
有
す
る

こ
と
.

】ω
1
③
〔
豁
)

ロ
イ
②
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
飾
凌
査

改

Ξ

1

疋

゛

1前

(
昭
和
三
十
三
年
墜
省
令
第
二
十
四
量
筆

的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
窮
理
学
的
検
査
、

ω
1
卿
(
貼

董
設
は
、
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
ほ
採
取

び
に
塵
倭
賓
技
師
等
に
関
す
る
法
諾
1

(2)官報(平成3 0年11月29日)
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2

二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
.
こ
の
堤
合
に
お
い
て
,

医
療
按
註
行
規
則
瑩
条
の
八
第
一
須
中
「
法
第

十
五
条
の
三
築
一
項
第
二
号
の
傑
、
診
療
所
又

捻
聖
の
施
殺
(
捻
股
告
示
第
四
号
に
建
め
る
施

般
を
除
く
.
〕
に
お
け
る
条
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
一
と
あ
る
の
は
「
病
院
、
詑
票
又
は
鹿
床

.

検
妻
師
等
に
関
す
る
法
律
築
一
一
十
条
の
三
第
一

項
の
墨
に
勇
き
淳
生
寄
大
臣
が
定
め
る
施

設
(
昭
和
五
十
六
年
厚
生
省
告
示
筆
七
号
.
次

1

須
に
お
い
て
一
施
設
告
示
一
と
い
う
.
)
に
定
め
る

誌
設
(
第
四
号
に
諄
る
施
般
を
鰍
く
.
)
に
お
け

る
ミ
査
の
業
務
(
復
医
療
院
の
人
良
、
誰

設
条
設
傭
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
(
樂

定
に
よ
る
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
一
と
あ
る
の
は
一
人

報

「
基
魯
令
一
と
い
う
.
)
第
ヨ
十
三
条
第
三
墳
第

体
か
ら
排
出
さ
れ
」
と
、
向
条
第
二
項
中
一
法
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
検
種
賓
の
崇
務
を
い
う
.

次
項
に
お
い
て
四
、
〕
の
適
正
な
爽
施
に
必
要
な

も
の
の
基
準
一
と
、
伺
条
二
項
中
「
法
竿
五

十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
妻
と
あ
る

の
は
一
検
疾
誕
と
、
饗
条
乳
第
一
垣
中

官

{
按
筆
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
耀
穫
器
又

は
医
学
的
処
置
若
し
く
は
玉
と
あ
る
の
は
一
沃

擦
機
將
又
は
医
学
的
処
置
一
と
、
笂
条
の
十
二

条
の
三
第
一
項
篶
二
号
の
前
条
の
施
設
靈
馨

示
第
四
号
に
定
め
る
施
設
に
限
る
.
〕
に
お
け
る
厚

生
禽
省
令
で
定
め
る
基
懲
と
あ
る
の
は
一
施

中
「
法
筆
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
の

七
に
定
め
る
應
療
機
遥
と
あ
る
の
ほ
「
医
藁
品

匡
療
機
器
等
法
第
二
条
第
八
瑛
に
規
定
す
る
特
定

孝
管
理
砥
獄
機
鐙
と
、
第
九
条
の
十
三
中
「
法

設
告
示
語
号
に
掲
げ
る
誠
設
に
お
け
る
ー

液
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
斐
な
も
の
の
基

懲
と
、
第
九
条
の
九
痔
】
項
中
「
法
節
十
五
条

の
三
第
盟
垣
の
規
定
に
よ
る
医
療
俄
器
又
は
医
学

的
処
傑
若
し
く
は
手
術
一
と
あ
る
の
は
套
響

第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
一
と
あ
る
の

は
一
医
療
一
と
読
み
菩
え
る
も
の
と
す
る
.

令
第
三
十
三
条
竺
項
第
二
号
の
提
に
よ
る
医

療
樓
器
又
捻
医
学
的
処
進
と
、
託
条
の
十
二

中
「
法
竿
気
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第

一
介
護
医
耀
院
の
人
異
壌
設
及
び
設
備
証
び
に

九
条
の
八
の
二
に
定
め
る
匿
嚢
哉
と
あ
る
の

運
営
に
関
す
る
遵
都
第
三
十
三
条
第
三
項
第
一
号

は
套
轡
令
捌
三
十
烹
条
第
三
項
箆
三
号
の
規

定
に
よ
る
應
薬
品
優
療
機
ミ
第
二
条
第
八
碩

に
盤
す
る
特
定
孝
管
理
膿
雀
遥
と
、
第

の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
笑
施

に
必
要
な
も
の
の
基
準
一
と
読
み
霄
え
る
も
の
と

す
る
.

一
 
1
四
露
〕

附
則

こ
の
賓
令
は
、
ハ
ム
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
.

0
環
境
省
令
第
二
十
二
号

気
候
変
勳
築
怯
皐
成
三
十
年
法
条
叢
十
邑
の
施
行
に
伴
い
、
恐
独
立
復
法
人
遜
則
法
(
平
成
十
一
年

法
禦
百
三
最
第
一
一
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
裁
づ
き
,
国
立
馴
究
聞
発
法
人
国
立
猟
境
研
僻
の
業
務
運
営
並
び

に
財
務
張
会
計
等
に
関
す
る
宙
令
の
一
郁
を
改
正
す
る
省
倉
次
の
よ
う
に
定
め
る
.

環
境
大
臣
原
田
襲
昭

淫
三
十
羊
一
月
二
十
九
日

凱
立
研
究
冊
発
法
人
園
立
承
境
研
究
所
暴
務
運
営
詑
び
に
財
務
馨
会
計
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

国
立
研
究
掬
発
法
人
凱
立
環
境
研
究
斯
の
業
務
運
営
艶
び
に
財
務
会
会
計
等
に
閲
す
る
省
令
皐
成
十
三
牟
汲
境

賓
令
箪
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棚
に
相
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
嬰
対
応
す
る
改
正
後
橿
に
掲
げ
る

謬
の
嫡
線
を
甘
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
鴇
恐
改
正
篇
に
封
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
郁
分
に
一
一
煎

傍
線
を
付
し
た
規
定
(
以
下
一
対
魚
規
屡
と
い
う
.
)
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
婁
櫛
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
駕
に
諄
る
対
象
規
定
で
改
正
径
柵
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
褐
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

削
り
、
改
正
佳
柵
に
抑
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新

た
に
追
加
す
る
.

九
条
の
十
三
中
「
怯
鄭
十
玉
条
の
三
第
二
頓
の
規

定
に
よ
る
廉
療
】
と
あ
る
の
は
冨
響
令
第
三

十
三
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
医
塵

と
、
臨
疲
査
技
師
等
に
閥
す
る
法
徐
施
窺
則

第
十
二
条
第
一
項
中
一
法
第
二
+
条
の
三
第
二
項

の
蛋
労
働
省
令
で
定
め
る
基
坐
と
あ
る
の
は

,

'

一
 
1
四
(
輩

(
築
務
喜
誓
に
記
敬
す
ぺ
き
事
秀

焔
四
条
靭
究
所
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二

垣
の
主
務
猫
令
で
定
め
る
業
務
憙
霄
に
記
載
す

ぺ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
.

一
国
立
研
究
聞
託
法
人
国
立
猟
境
研
究
所
法

皐
築
一
年
法
律
第
認
官
t
ハ
号
.
以
下
尋

改

正

究
斯
差
と
い
う
.
〕
竿
一
条
第
一
項
栃
一
号

に
規
定
す
る
調
盗
張
研
究
に
朔
す
る
事
項

径

二
研
究
所
法
竿
一
条
第
一
甕
二
号
に
規
定

す
る
情
報
の
収
集
整
理
張
提
供
に
関
す
る

事
項

三
研
究
所
法
第
十
一
条
第
二
墳
に
規
定
す
る
気

候
変
動
適
応
法
暴
三
十
年
法
律
第
五
十
邑

築
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る

事
頓

四
巣
務
委
託
の
基
準

五
鰯
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
脆
す
る
事
瑛

六
そ
の
他
研
究
所
の
業
務
に
関
し
必
婆
な
箏
項

粂
務
力
怯
霄
に
記
載
す
ぺ
ぎ
事
邁

努
四
条
新
究
所
に
係
る
遡
則
法
第
二
十
八
条
第
工

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
巣
亨
法
書
に
記
載
す

ぺ
き
事
填
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
.

一
国
立
研
究
闘
発
法
人
国
立
環
撹
研
究
所
技

軍
單
一
年
法
纂
二
百
十
六
号
.
以
下
[
研

業
務
委
託
の
基
準

娩
邸
入
札
そ
の
他
契
約
に
闘
t
る
攻
項

そ
の
他
研
究
所
の
挑
務
に
関
し
必
要
な
事
項

改

附
則

こ
の
省
令
は
、
気
俣
変
動
適
応
法
の
施
行
の
日
号
三
十
畢
二
月
一
日
)
か
ら
施
行
す
る
.

正

究
斯
法
一
と
い
う
.
〕
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定

す
る
弱
杢
恐
研
究
に
翻
す
る
事
碩

前

二
研
究
所
法
筆
一
条
箆
二
号
に
規
定
す
る
情

報
の
収
渠
整
理
張
提
拠
に
関
す
る
事
項

{
新
迅

平成30年11月29日木曜日 第7399号
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つ
ぃ
て
は
住
民
基
本
哀
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
建
す
る
園
籍
与
〕
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
.
X
出

入
墨
管
理
恐
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
諄
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る

霽
類
の
写
し
J

二
(
騒

(
名
簿
の
訂
正
)

第
三
条
(
筵

2
 
前
瑛
の
卑
荊
妾
す
る
に
は
、
倭
第
二
号
に
よ
る
申
讐
に
戸
籍
の
朕
本
又
は
抄
本
(
中
錆
在
留
者
及
び

姉
別
永
住
妻
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
径
民
基
ミ
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
建
す
る
国
擾
等
を
記

軸
し
た
も
の
に
限
る
.
)
恐
同
填
の
申
鯖
の
事
由
を
証
す
る
婁
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
戴
民
牌
定
法
筆

九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
族
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
鳶
の
写
し
及
び
伺
項
の
申
請
の
事

由
を
簸
す
る
等
類
と
t
る
'
〕
を
汝
え
、
こ
れ
を
尿
主
労
働
六
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

(
施
行
期
日
〕

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
促
か
ら
施
行
す
る
.

(
錫
疾
壷
技
師
,
衛
生
検
杢
技
募
に
関
す
る
法
嘉
璽
則
の
一
部
を
改
正
す
る
誉
令
附
則
第
二
条
の
盤
に
よ
鼎
お
そ
の
効
力
を
賓
す
る
も
の
と
き
れ
た
磨
床
検
査
技
師
、
璽
撲
晝
技
師
辱
に
関
す
る
法
雛
施
行
規
則
の
一
都
改

正
)

第
二
条
臨
倭
査
技
師
、
櫛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
籍
行
器
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
皐
築
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
+
五
号
〕
劃
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
村
す
る
も
の
と
さ
れ
た
恋
床
検
盗
技
師
,
衛

生
検
妻
櫛
等
に
関
す
る
法
律
施
窺
則
〔
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
ず
る
.

附
則

1
幽

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
尾
脱
し
た
響
の
出
合
管
理
に
樽
す
る
特
例
法
皐
或
三
年
藻
第
七
十
一
号
)
に
定
め
る
特
別
永
住
撫
(
以
下
「
特
1
1
ぎ
と
い
う
.
)
に
つ
い
て
は
住
民
栗
の
写
し
(
住
民
基
客
帳
浩
〔
昭
和
四
十
二
年

法
奮
八
十
一
号
〕
第
三
十
条
の
四
十
五
§
定
す
る
痢
響
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
.
築
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
偲
.
〕
会
旧
令
第
五
秀
一
垣
の
市
諸
の
事
由
を
証
す
る
燮
類
と
し
、
出
入
器
理
及
び
難
民
認
定
法
箪
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
コ
い
τ
捻
漆
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
塞
類
の
写
し
恐
同
項
の
申
誌
の
事
由
を
証
す
る
術
懲
と
す
る
.
ご
を
加
え
る
.

第
ミ
条
の
二
に
次
の
一
壊
を
加
え
る
.

前
墳
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
業
又
は
抄
本
(
中
長
期
在
留
者
及
び
特
梨
住
考
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
談
旧
令
第
七
条
第
一
項
の
中
請
の
事
由
を
証
す
る
響
類
と
し
、
出
入
甫
管
理
及
び
難
民
認
定
儒
十
九
条
の
三
各
丹

2

に
謹
る
考
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
婁
頬
の
写
し
及
び
伺
項
の
中
舘
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
.
〕
を
添
火
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

第
三
条
の
三
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
粂
一
項
の
次
に
次
の
一
瑛
を
加
え
る
.

前
須
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
旦
若
し
く
は
抄
本
又
推
住
民
票
の
写
し
【
住
民
基
ミ
怯
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
亭
塀
(
中
長
期
在
寶
考
襲
特
」
1
考
に
つ
い
て
は
、
伺
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
器
す
る
国
籍
等
)
を

2

記
載
し
た
も
の
に
限
る
.
〕
禽
入
国
管
理
及
ぴ
鮭
民
認
定
法
筆
九
条
の
三
各
号
に
謬
る
者
に
つ
い
て
は
,
筋
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
系
の
写
し
.
)
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

筆
二
条
集
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

一
俺
気
冷
覆
、
電
気
冷
凍
庫
恐
泣
、
心
疑
の
ほ
か
、
別
表
篇
一
の
上
棚
に
掲
げ
る
検
査
に
あ
つ
て
は
、
伺
表
の
中
棚
に
掲
げ
る
検
交
の
内
専
に
応
じ
、
同
表
の
下
捕
に
掲
げ
る
検
査
用
根
械
器
異
を
宥
す
る
こ
と
.

筆
二
条
集
一
項
第
二
号
中
『
血
清
分
雌
を
「
血
液
を
血
清
恐
血
餅
に
分
箏
る
こ
と
(
阜
【
血
清
分
應
と
W
う
.
〕
一
に
改
め
、
同
項
箔
九
号
中
帯
璽
督
す
る
た
め
の
譲
邑
の
下
に
「
{
別
去
第
五
に
お
い
て
「
指
導
麻
督

塵
と
い
う
.
ご
を
加
え
,
同
坂
竿
七
号
を
同
項
竿
八
号
と
し
,
同
墳
竿
六
号
を
同
項
集
十
七
号
と
し
、
向
項
筆
五
号
妄
の
よ
う
に
改
め
る
.

十
置
別
奈
五
の
上
桐
に
謬
る
擢
準
作
業
委
に
紀
馳
さ
れ
た
A
最
の
記
入
要
領
に
従
い
、
次
に
揺
げ
る
厶
暴
が
作
成
さ
れ
て
山
る
こ
と
.
た
だ
し
、
血
清
分
賊
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
口
か
ら
卜
ま
で
及
び
ヌ
に
掲

げ
る
甚
を
作
成
す
る
こ
と
を
婁
し
な
い
.

イ
委
託
検
査
管
理
哀

口
武
薬
管
理
台
帳

温
度
・
股
術
管
理
台
帳

二
統
計
学
的
精
度
管
理
台
媛

外
部
精
崖
管
署
概

小へ
検
1
・
返
却
・
廃
棄
処
理
台
帳

ト
検
交
依
顛
情
報
・
検
査
結
果
傭
台
帳

チ
検
査
結
果
讐
台
帳

リ
苦
情
処
理
台
帳

ヌ
教
脊
研
修
・
技
蛇
評
価
記
録
哀

筆
二
条
第
一
項
中
筆
五
号
を
1
号
と
し
、
筆
二
号
か
ら
竿
四
号
ま
で
を
一
早
つ
繰
り
下
げ
、
筆
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
.

二
遺
伝
子
闘
連
.
染
色
疾
査
の
業
務
を
欝
す
る
に
当
た
コ
て
は
、
造
伝
子
盟
・
染
色
疾
査
の
精
度
の
確
保
に
係
る
責
任
者
と
し
て
,

遣
伝
子
関
逕
・
染
色
体
検
査
の
業
務
に
閲
し
相
当
の
糎
験
を
有
す
る
医
師
習
し
く
は
臨

゛

床
検
査
技
師
叉
は
遺
伝
子
関
連
・
染
色
裏
或
の
希
に
股
相
当
の
知
識
及
ぴ
襄
験
を
有
す
る
者
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
.

、

中

,
亨

る
国
搭
蠏
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
.
第
三
条
集
二
項
に
お
い
て
伺
じ
.
)
と
し
,
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
筆
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
老
に
コ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
鉦
す
る
誉
類
の
写
し
と
す
る
J

二
璽

(
名
簿
の
灯
正
)

第
三
条
〔
略
〕

2
 
前
項
の
申
誹
を
す
る
に
は
、
様
式
儒
二
号
に
よ
る
中
需
蔓
に
戸
籍
の
麟
本
又
は
抄
本
(
中
長
期
在
留
宕
及
び

特
別
永
住
者
に
コ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
恐
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
養
蓼
し
、
出
入
円
管
理
及
び

難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
写
に
把
げ
ろ
者
に
つ
い
て
は
飾
券
そ
の
飽
の
身
分
を
託
す
る
誓
頬
の
写
し
張

岡
項
の
申
請
の
都
由
を
証
す
る
讐
頴
と
す
る
.
)
を
添
.
ハ
,
こ
れ
を
厚
生
労
働
火
臣
に
提
出
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な

1

ユ
.

む

i

U

頃

ブ

、

.

"

祉

(3)官報(平成3 0年11月3 0日)厚生労働省令第1

平成30'年11月30日金擢日官

39号(抜粋)医療法施行規則等の一部を改正する省令

報 26'(号外第265号)
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(
介
纏
匡
療
院
の
人
員
、

第
三
条
介
纏
匠
療
院
の
人

一
一
一
中
,
に
師
に
す
る
法
行
規
則
(
紹
和
三
十
三
年
停
生
省
令
第
昌
十
四
号
)
竿
二
避
を
「
南
床
按
査
技
師
筆
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
粛
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
築
一
~
十
四
号
)

捕
十
二
条
並
ぴ
に
醇
床
検
査
技
師
璽
検
寮
技
師
等
に
関
す
る
法
鴛
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
皐
築
八
年
停
生
労
働
省
令
第
七
十
阪
丹
〕
附
則
築
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
モ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
伺
令
に
よ

る
改
正
前
の
匪
床
検
査
技
師
、
塑
検
妻
師
等
に
蘭
す
る
接
鴛
祭
Ⅲ
露
和
三
十
三
年
厚
生
猫
令
第
二
十
四
号
〕
舉
二
A
'
に
、
「
醜
み
讐
え
る
も
の
と
す
る
」
を
{
、
匪
床
検
査
技
師
衛
生
検
査
技
師
辱
に
関
す
る
法
器
行
規

刑
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
捌
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
衰
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
醐
髪
交
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
闘
す
る
法
欝
系
則
筆
二
条
鄭
一
項
中
「
法
第
二
十
条
の
三
搾
二
項

の
原
生
労
働
賓
令
で
定
め
る
基
逆
と
あ
る
の
は
[
介
襲
鑑
器
の
人
員
、
箪
設
袈
股
幣
並
び
に
琴
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
三
項
築
一
号
の
規
定
に
よ
る
1
査
の
樂
務
の
適
正
な
実
施
に
必
器
も
の
の
裁
淡
と
読
み
蓉

え
る
も
の
と
す
ゑ
に
改
め
る
.

0
俸
生
労
謝
雀
令
第
首
四
十
号

再
生
医
療
等
の
安
全
修
の
依
保
等
に
闘
す
る
法
徐
皐
成
一
一
十
五
年
法
璽
八
十
累
号
)
彬
三
条
錨
一
須
、
熔
四
染

第
一
項
張
第
三
項
捌
二
丹
{
号
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
喜
.
〕
、
挑
笠
条
第
一
項
張
第
三

瑛
、
第
六
条
、
竿
六
条
第
一
項
恐
第
二
項
、
築
七
条
第
一
項
、
築
八
染
第
一
一
十
条
第
一
項
、
幣
二
十
一
条

第
一
項
、
繁
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
毎
一
項
及
び
第
一
一
項
、
第
三
項
第
三
号
並
び
に
箆
四
碩
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
二
十
七
条
第
三
墳
会
痢
二
十
八
条
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
塙
合
を
含
む
.
〕
、
第
二
十
七
毎
一
項
た
だ
し

審
、
築
三
十
条
第
一
坂
、
箆
三
十
四
条
、
第
三
十
気
条
第
一
一
項
(
同
法
第
三
十
六
条
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
喜
.
〕
、
第
四
+
六
条
弛
び
に
第
五
十
六
食
一
瑛
の
規
建
弛
び
に
臨
床
研
究
法
軍
成
一
一
十
九
年
法
徹
捌
十
六
邑

第
三
条
第
一
爽
第
張
条
第
一
垣
襲
第
三
項
、
塑
ハ
条
弟
一
項
、
竿
二
条
、
栃
十
三
条
弟
一
項
、
第
十
七
条
第
一

項
、
第
十
八
条
挺
一
項
第
二
十
五
条
第
一
項
、
毎
二
士
ハ
量
,
填
に
お
い
て
準
用
す
る
排
二
十
三
条
排
二
墳
、
第

三
十
冨
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
査
条
栃
二
砥
第
三
十
穴
条
捌
一
蛋
び
に
第
三
十
一
ハ
条
の
規
定
に
基
づ
き
,
再

生
医
番
の
安
金
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
建
廼
剣
恐
匪
床
珊
察
施
鴛
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
.

平
成
三
十
羊
一
月
三
十
日

量
労
働
大
臣
梨
匠

再
生
癌
療
等
の
安
全
候
の
硫
保
尋
に
関
す
る
法
禽
薪
則
恐
幣
床
研
窪
萎
廼
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

霽
生
医
療
杯
の
安
全
性
の
確
倉
に
関
す
る
按
律
誌
復
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
再
生
医
療
等
の
安
全
惟
の
桟
保
等
に
関
す
る
法
律
施
牙
則
(
霊
二
十
六
年
翠
生
労
勘
省
令
築
斉
十
号
)

の
一
部
を
次
の
衷
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

施
設
及
び
設
霊
び
に
運
営
に
関
す
る
蓋
埠
の

宅

設
袈

び
に
に
る

虹

゛

報

一
部
改
匡

=

官

自
次第

一
章
(
態

第
二
章
再
生
廉
療
等
の
挺
供

第
一
節
再
生
医
染
舞
捉
供
基
埠
余
四
平

号

改

正

第
工
十
六
条
の
士
己

第
二
飾
再
生
医
療
辱
提
供
針
使
〔
築
二
十
七

条
1
第
三
十
一
条
の
一
己

第
三
節
(
略
〕

第
三
掌
認
定
英
主
医
療
璽
員
会
条
四
十
二

こ

後

(
用
語
の
蓊
〕

第
一
条
こ
の
省
令
に
お
誠
て
、
次
の
各
号
に
ー
1

る
用
語
晃
緩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
骨
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
.

一
 
1
五
露
〕

六
「
代
酷
者
」
と
は
,
細
胞
を
採
敗
さ
れ
る
老

条
1
第
七
十
一
条
の
一
マ

築
四
章
・
第
五
章
〔
時
)

,

第
六
章
雑
則
粂
首
+
八
宇
箆
首
二
十
二
垂

野
則

自
次排

一
章
露
〕

第
二
章
再
生
既
療
等
の
提
獣

第
一
飾
璽
医
療
等
提
供
基
革
(
第
四
条
1

第
二
十
六
恐

第
二
節
将
生
医
療
等
提
供
計
画
靈
二
十
七

.

改

又
捻
再
生
医
疫
等
を
受
け
る
者
の
羅
を
行
う

者
、
配
偶
者
、
儷
見
人
そ
の
催
こ
れ
ら
に
蜘
じ

る
塀
を
い
う
.

七
(
賤

〔
傍
1
改
正
部
危

轟

正

八
才
姦
婆
偽
研
窒
と
は
、
研
究
と
し
て

条
1
第
三
十
一
条
の
二
〕

驚
三
節
露
)

講
三
章
認
定
再
生
医
疫
等
委
灸
会
案
四
十
二

甲
箆
七
十
一
条
〕

第
四
章
・
第
五
衆
露
〕

行
う
再
生
医
擦
等
で
あ
っ
τ
、
一
の
研
究
の
計

磁
書
(
以
下
一
研
究
計
画
哲
」
と
い
う
.
〕
に
蓄

(
用
語
の
定
巷
)

第
一
条
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
冬
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
,

一
 
1
五
露
〕

六
一
代
誇
憲
と
は
、
鞭
胞
を
採
取
さ
れ
る
者

づ
沓
複
数
の
再
生
医
療
等
の
黍
を
行
う
湛
療

橿
関
〔
匹
諜
扶
〔
昭
和
二
十
三
鴛
隙
第
一
一
百

第
六
章
雑
則
裁
百
十
八
条
'
百
二
十
四
垂

腎
則

志
邑
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
摘
院

又
は
伺
条
第
二
垣
に
規
定
す
る
踏
療
所
を
い

'

う
.
以
下
同
じ
J
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を

十
.
つ

又
は
再
生
医
療
鰯
の
提
供
を
受
け
る
岩
の
親
権

を
行
う
者
、
配
嶋
賓
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
じ
る
岩
を
い
う
.

七
露
〕

(
新
設
)

雄
設
共
同
研
究
と
し
て
行
う
場
合
に
お
い
て
,

一
代
表
管
理
者
」
と
は
、
再
生
医
療
等
を
多

複
数
の
将
生
湛
襟
の
侯
を
行
う
医
擦
懐
関

の
管
理
者
を
代
表
す
る
管
理
者
を
い
う
.

【
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
一
と
は
.
研
究
と
し
て
将

生
優
療
杯
を
行
う
場
合
に
お
い
τ
、
研
究
に
対

す
る
慣
頼
性
の
随
保
恐
再
生
医
零
を
受
け

る
考
の
保
護
の
観
点
か
ら
研
究
が
適
正
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
硫
保
す
る
た
め
、
当
鼓
研
究

の
懲
抄
状
況
詑
ぴ
に
当
肢
研
究
が
こ
の
省
令
及

ぴ
研
究
計
画
苓
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
再
生
医
擦
等
の
提
供
を
行
う

優
疲
機
関
の
管
理
者
が
特
定
の
者
を
指
定
し
て

行
わ
せ
る
餌
交
を
い
う
.

〔
新
趣

届
設
〕

27 平成30年11月30日金曜日 (号外第265号)
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